
岩手県大槌町
第1回大槌町上下水道料金等審議会（水道）
を開催しました

必要性

大槌町では、東日本大震災津波以前から長

期にわたり上下水道料金等の改定を実施して

おりませんでした。

しかしながら、東日本大震災津波の影響により、

町内の人口が震災前の2/3になる等、使用水

量の減少に伴う料金等の収入が激減している

状況にあります。

そのような状況にあったものの、震災からの町民

の生活再建を第一に考え、厳しい経営状況に

おいても料金等の改定について見合わせてきた

経緯があります。

今回、東日本大震災津波からの復旧・復興事

業のうちハード整備の完了を受けたこと、また、

町民の住宅再建についても、住宅の建築や災

害公営住宅への入居がピークを過ぎ、一定の

目途が見てとれる段階にきたことから、改めて、

安定した経営と将来世帯への負担軽減を目的

に水道料金等改定の必要性について検討しま

した。

審議会での説明

第1回は水道事業の現状と課題の整理につい

てです。

経営の効率性、経営の健全性、自己財源以

外への依存度、施設の効率性、老朽化の状況

の5つの観点から現状分析しました。今回の比

較検討対象団体は、宮古市、山田町、釜石

市、大船渡市、陸前高田市、遠野市の6団体

としています。現状分析で見えてきた経営課題

と対応策は次のとおりです。

① 経営の効率性が弱みになっており、適正な

料金収入の確保及び給水に係る費用の

削減が必要と考えられる。

② 特に、有収率低下の原因となる漏水対策

のため、継続的な管路の維持管理及び適

時な更新に備えて、資金を確保することが

考えられる。

③ 企業債残高対給水収益比率が上昇して

いることを踏まえ、企業債償還に充てる資

金の割合も今後増加していくことが考えら

れる。

④ 料金収入の増加により企業債償還及び

管理の新規・更新投資に十分な手元資

金の確保を図ることが重要と考えられる。

料金収入の分析結果及び課題については、

経営環境では、給水人口、給水件数が減少し

ています。有収水量、給水人口1人当たり有収

水量ともに減少傾向となっています。今後も少

子高齢化等により、給水人口の大幅な増加が

見込まれない中、料金収入の減少傾向が継続

することが懸念されます。（図1）
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会日時：3/6（月）午後1時半～2時半
場所：大槌町役場3階 大会議室

3月6日に行われた第1回審議会の様子
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（図1）水道事業を取り巻く環境
（給水人口・件数の状況）



一般用の状況では、料金体系が他団体との比

較において、料金水準が低い状況にあります。

給水人口の大幅な上昇が見込まれない状況に

おいて、料金体系面の見直しについて検討の

必要性が高いと言えます。（図2）
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委員からの意見

審議会では委員から様々な意見を頂戴しまし

た。一部抜粋すると次のとおりです。

⚫ 普及率（住民に対してどれだけ水道が普

及しているかを示す指標）が低いが、今後

さらなる普及のための投資は必要ではない

のか。

⚫ 有収率（施設の稼働が収益につながってい

るかを判断する指標）及び管路更新率

（当年度に更新した管路延長の割合を表

す指標）が低く、管路の老朽化が進行して

いると考えられる。管路へのさらなる更新投

資が必要になるのではないか。

⚫ 管路への投資を進めると、現在良好な指標

である施設利用率（施設の利用状況や適

正規模を判断する指標）等が悪化する可

能性が高いため、留意が必要である。

⚫ 企業債（借金）が多額となっている。管路

への投資に必要な現金預金は、料金・借

金・税金、のいずれかで賄うことが想定され

るが、借金が多い状況で町の税金に頼らな

いようにするためには、料金値上げが必要と

なるのではないか。

次回以降のスケジュール

次回は料金改定案の検討を予定しています。

協議事項は、次回の審議会後に都度お伝えし

ます。
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単位：円

No. 団体名
20㎥当たり
水道料金*1

1 遠野市 4,600円

2 大船渡市 4,008円

3 陸前高田市 3,905円

4 釜石市 3,597円

5 山田町 3,388円

6 大槌町 3,300円

7 宮古市 3,146円

*1: 日本水道協会が定めている水道事業ガイドラインにて、「世帯人数2～3人の家庭の1か月の水道使用量を想定したもの。」とされています。

（図2）水道料金体系の対象団体との比較
（一般用・口径20mmの場合 税込）

会長へ付議する様子

10㎥当たり基本料金の比較表

20㎥当たり水道料金の比較表

No. 団体名 基本料金 (10㎥)

1 遠野市 2,400円

2 陸前高田市 2,255円

3 大船渡市 1,808円

4 山田町 1,573円

5 大槌町 1,540円

6 宮古市 1,496円

7 釜石市 1,452円

TEL：0193-42-8719

お問い合わせ先

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/chosei/soshiki/suido/

大槌町上下水道課

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/chosei/soshiki/suido/

